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長門湯本温泉駐車場指定管理者業務仕様書 

 

長門湯本温泉駐車場（以下「駐車場」という。）の指定管理者（以下「乙」という。）

が行う業務の範囲及び内容は、関係条例及び規則に定めるもののほか、この仕様書による。  

 

１ 総則  

(1)管理に当たっての基本理念  

駐車場が、「長門湯本温泉街を訪れる者の利便に供するとともに、観光事業の振

興に資する目的」のための施設であるという理念に基づき管理を行うこと。  

(2)法令等の遵守   

駐車場の管理運営に当たっては、本仕様書のほか、関連法令等を遵守し、適正な

管理を行うこと。 

(3)業務責任者の選任  

業務の実施に先立ち業務責任者を選任すること。  

 

２ 施設 の概要  

(1)名称 

長門湯本温泉駐車場 

(2)所在地 

長門市深川湯本 2332番地 1  

(3)設置年月 

令和 2年 1月 15日  

(4)施設概要 

ア 自動車駐車場 駐車可能台数：95台（障害者優先駐車場 2台含む） 

イ バス駐車場  駐車可能台数：3台 

ウ バイク駐車場 駐車可能台数：約 15 台 

エ 眺望テラス 

オ その他附帯施設（植栽については別紙１ 駐車場平面図を参照） 

 

３ 業務内容  

市（以下｢甲｣という。）から乙に行わせる業務は、以下のとおりとする。 

(1)使用の許可及び利用料金の徴収 

(2)利用料金の減免及び返還 

(3)利用の制限  

(4)設備管理 

(5)美観の維持 
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(6)修繕  

(7)保安業務  

(8)広報活動   

(9)その他施設の管理に付随する業務  

※詳細な業務内容については以降のとおりとする。 

 

 ４ 使用の許可及び利用料金の徴収   

長門市長門湯本温泉駐車場条例（以下「条例」という。） 第１８条の規定による

利用料金の徴収を行うこと。 

(1)体制の整備  

現金の管理を安全かつ確実に取り扱うため、現金取扱責任者を定めるほか必要な

体制を整備し、甲へ報告すること。 

(2)利用料金の設定  

条例第１８条第２項の規定により、乙は、甲と利用料金の設定に係る協議を行い、 

条例で規定する利用料金の範囲内で、市長の承認を受け利用料金を設定すること。 

(3)駐車券の交付及び利用料金の徴収 

① 乙は、自動車駐車場を利用する者（以下「利用者」という。）に対し、駐車

券を交付する。 

② 乙は、利用者が自動車を出場させる際に、利用料金を徴収する。ただし、バ

ス駐車場については、指定管理者の決定後、協議の上決定する。 

③ 駐車券の交付及び利用料金の徴収は、自動発券機及び自動精算機で行うこと。 

④ 乙は、必要に応じて駐車券及びつり銭を補給すること。  

(4)定期駐車券の発行及び利用料金の徴収  

① 申請により定期駐車券を作成し、発行することができる。 ただし、定期駐車

台数は、利用者の利便性に支障が生じないよう十分な配慮を行うこと。 

② 定期駐車券に係る利用料金は、許可証の交付する際に徴収すること。 

③ 随時、発行枚数、販売金額について確認すること。 

④ 必要に応じ領収書の発行を行うこと。 

 

５ 利用料金の減免及び返還   

(1)利用料金の減免 

条例第１９条の規定により利用料金は、公益上特に必要があると認めるときその

他特別の理由があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て減額し、又は免

除することができる。 なお、その際、甲は、乙に対し、公益上特に必要があると認

めるときは利用料金の減免相当額を補填する。 

(2)利用料金の返還 
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既納の利用料金は、返還しないものとする。ただし、条例第１８条第３項の各号

のいずれかに該当する場合は、その限りではない。  

 

６ 利用の制限 

次の各号のいずれかに該当するときは、駐車場への入場を拒否し、又は駐車場か

らの退場を命ずることができる。 

① 発火、引火又は爆発のおそれのある物品を積載しているとき。 

② 著しく悪臭を発生する物品等を積載しているとき。 

③ 他の車両の駐車を妨げる物品を積載しているとき。 

④ ① から③に定めるもののほか、駐車場の管理に支障があると認めるとき。 

 

７  設備管理 

乙は、駐車場の設備管理に当っては、この仕様書に基づき設備等の機能を常に最 

良の状態に保ち、駐車場の安全環境を確保しなければならない。 

(1)業務内容  

① 種別 

ア 設備機器の運転操作及び点検  

イ 設備の維持管理（点検、補修）  

ウ 設備関係の清掃  

エ 設備関係の点検等の記録  

② 業務の詳細  

ア 設備機器の運転操作及び点検は、現場の実態を十分把握して業務を遂行する 

こと。  

イ 各設備の作動状況の確認、点検、清掃、消耗部品の交換等を行い、設備の機 

能を常時良好な状態に保守し、下表の点検実施表に基づき定期的に保守点検 

を実施すること。  

ウ 設備に異常を発見した場合、速やかに修理・補修を行い事故の発生を未然に 

防ぐよう十分な措置を講ずること。 

エ 点検に当たっては、設備等の構造、性能等を熟知した専門技術者に行わせ、

実際に作動させ、その実質機能の検査を精密かつ確実に行うこと。  

③ 設備に関する非常措置  

火災、停電、断水等の異常が発生した場合は、速やかに甲及び関係者に連絡 

し、適切な措置を講ずること。 

④ 設備関係の測定及び記録  

運転、点検、修理等状況を記入した点検記録表、その他設備上必要な記録を 

とるとともに、保管すること。また、甲が保管した記録の提出を求めた場合
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は直ちに甲に提出すること。 

(2)設置機器の点検頻度 

名称 設置台数 点検頻度 

駐車券発行機 １台 年２回 

出口精算機 １台 年２回 

入出場ゲート及びバー受け ２式 年２回 

入口表示灯 １台 年２回 

駐車券発行機出口精算機保護屋根 １台 年２回 

(3)管理計画  

点検、整備等は、駐車場の運営に支障を来さないよう系統的にかつ統一的に管理

計画を立て実施すること。  

(4)配置人員  

労働法令を遵守し、業務に支障をきたさない人員で実施すること。 

 

８ 美観の維持  

駐車場の美観及び環境を常に良好な状態に保守するため、清掃及び植栽の維持管理

を行うこと。 

なお、清掃等に必要な清掃器具等については、乙の負担により乙が準備すること 

とする。 

(1)清掃等の業務範囲 

清掃等の業務範囲は、駐車場の全域とする。 

(2)作業基準  

① 清掃等の作業実施に際しては、駐車場の利用状況等を十分把握して駐車場の利 

用者に支障を来さないよう配慮すること。 

② 引火性危険物を使用する作業、又は高所で行う特殊作業には十分な安全    

措置を講ずること。なお、清掃等の作業実施に際しては、事故が起きないよう、

また設備が損傷しないよう慎重に行うこと。 

③ 清掃等の作業実施に際しては、利用者の安全を確保するための措置を十分に講

ずること。 

④ 作業器材等は、駐車場の敷地内に放置しないこと。 

⑤ 植栽は年間維持管理表（別紙４）を基に維持管理すること。 

(3)使用材料等の負担 

  清掃等の作業に必要な機械器具等の消耗品は、一切を乙の負担とする。  

 

９ 修繕 

(1)乙が負担する修繕  

施設の修繕のうち修繕費が１件当たり５万円（消費税及び地方消費税を含む。）  



 

 

 

 

 

5 

 

未満のものは、乙の負担とする。  

(2)甲が負担する修繕  

① 施設の修繕のうち修繕費（経年劣化を含む。）が１件当たり５万円（消費税及 

び地方消費税を含む。）以上のものは、甲の負担とする。ただし、乙が早期の

処置を講じず、又は適正な管理を怠るなど、乙の責めに帰すべき事由により修繕

の必要が生じたときは、乙の負担とする。 

② 甲が負担する修繕が発生する見込みが生じた場合、乙は直ちに甲に報告する

こと。  

 

10 保安業務 

① 業務内容  

ア 乙は、火災、不法侵入、盗難及び機器設備の異常の発見と初期措置を行い、 

甲に報告すること。  

イ 火災の場合は、消防機関に通報するとともに、現場に急行し、事態の確認及 

び必要な措置を行うこと。  

ウ 不法侵入・盗難の場合は、事態の確認を行い、状況に応じて警察への通報及 

び必要な措置を行うこと。  

エ 機器設備等に異常が発生した場合は、早急に確認を行い必要な措置を行うこ 

と。  

② 保安体制等  

ア 供用時間内においては、上記の対応が可能である管理体制とすること。  

イ 駐車場内及び入場待ちによる場外の混雑時及びトラブル等発生時は、要員を 

配置し、適切な案内及び誘導を行い、駐車場内及び場外の混雑の解消及び事 

故防止に努めること。  

ウ 常に駐車場内における秩序の保持、不正の防止、その他利用者の安全確保に 

留意するとともに、供用期間中は不審者の侵入や不審物の放置がないか等を 

確認し、あわせて、長期駐車車両等の確認も行うこと。  

 

11 広報活動  

乙は駐車場の利用の周知を図るために必要な広報や宣伝に努めること。なお、広

報活動等に際して、甲が適当と認める場合は、甲が使用する広報媒体等を利用する

ことができる 。  

 

12 その他  

(1)業務の再委託 

指定管理業務については、指定管理業務の全てを第三者に委託し、又は請け負わ 
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   せることはできない。ただし、乙が行う駐車場全体の管理運営のうち、駐車場ゲー 

ト等の管理業務は、現在契約している管理業務受託者が担うこととする。また、現 

在の契約が終了した際には、現管理業務受託者または現契約と同等以上の管理業務 

が可能な受託者と乙が業務委託契約を締結することができる。また、その他業務 

等については、甲乙協議の上決定するが、第三者の使用は、すべて乙の責任におい   

て行うこと。 

(2)個人情報の取扱い 

乙が指定管理業務を行うに当たり、個人情報を取り扱う場合は、長門市個人情報 

保護条例及び本仕様書に基づき、その取扱いに十分留意し、漏えい、滅失及び棄損

の防止その他個人情報を保護するために必要な措置を講じること。個人情報の漏え

い等の行為には、長門市個人情報保護条例に基づく罰則が適用される場合がある。 

(3)情報公開 

乙が指定管理業務を行うに当たり作成し、又は取得した文書等で指定管理者が管 

理しているものの公開については、長門市情報公開条例に基づいて、適正な情報公

開に努めなければならない。 

(4)文書の管理・保存 

乙が指定管理業務に伴い作成し、又は受領する文書等は、長門市文書取扱規程に 

準じ、別途文書の管理に関する規程等を定め適切に管理・保存すること。また、指 

定期間終了後には、甲の指示に従って甲に引き渡すこと。 

(5)その他 

本仕様書に定めるほか、駐車場の維持管理に必要な事項はこれを行うこと。 

 

13 リスクへの対応 

(1)リスクの分担 

管理運営に関する基本的なリスクの分担に対する方針は別表のとおりとし、別表

に定める事項で疑義が生じた場合又は別表に定めのないリスクが生じた場合は、甲

と乙が協議の上、リスク分担を決定するものとする。 

(2)保険の加入 

乙は、施設の管理運営に必要な保険に加入すること（施設賠償責任保険等）。た

だし、駐車場ゲート等の機器に関する保険については現管理業務受託者が加入して

いるため必要ないが、現契約終了後は同様の対応（保険加入または管理業務委託等）

とすること。なお、乙が新たに購入した備品については、乙において加入すること。 

 

14 非常事態時の対応  

(1)体制の整備 

乙は、緊急時のマニュアルや緊急連絡網の作成等、緊急時に対応できる体制を整 
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備し、甲に報告すること。  

(2)非常事態時の対応 

駐車場において、災害、事故、犯罪等の非常事態の発生が予想されるとき又は発 

生したときは、直ちに甲に報告し、その指示を受けなければならない。ただし、事

態が緊急を要する場合においては、利用者の安全確保に関する措置及び施設等の保

全措置を優先して講じた後、速やかに甲に報告すること。  

 

15 備品及び消耗品  

乙が管理業務を遂行するため必要とする備品及び消耗品については、乙の負担に 

より備えること。 

 

16 指定管理者の賠償責任 

乙は、その責めに帰すべき事由により、業務の実施に関し甲又は第三者に損害を 

与えたときは、民法第７０９条の規定により、その損害を賠償しなければならない。 

また、国家賠償法第１条又は第２条の規定により甲が第三者に当該損害を賠償した 

ときは、甲から求償権を行使することがある。 

 

17 管理経費の経理  

(1)経理基準の整備 

乙は、駐車場の管理業務に係る経理を適切に行える基準により経理を行い、管理 

経費等の収支の状況を適正に把握すること。  

(2)会計の独立  

乙は、駐車場の管理業務に係る支出及び収入を、他の会計とは明確に区分して管 

理すること。また、管理業務に係る専用口座により管理すること。ただし、これに 

より難い場合は甲と協議の上、その取扱いを決定するものとする。  

(3)会計に関する書類の保存 

会計伝票及び会計帳簿並びに証拠書類については、毎年度終了後５年間保存する 

こと。  

(4)会計期間 

乙は、毎年度終了後、事業報告書において管理経費の収支状況を報告する場合は、 

毎年４月１日から翌年３月３１日までの期間の収支状況を報告すること。 

 

18 報告等  

(1)月例報告 

乙は、月ごとの施設等の利用状況及び利用料金の収入状況、管理業務の実施状況、  

その他本仕様書に定める事項について報告書を作成し、翌月５日までに甲に報告す
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ること。 

(2)事業報告 

乙は、毎年度終了後４５日以内に、次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成 

し、甲に提出すること。ただし、地方自治法第２４４条の２第１１項の規定により

年度の途中において指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して

４５日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出すること。 

管理業務の実施状況 

① 駐車場の利用状況 

② 管理経費の収支状況 

③ 前３号に掲げるもののほか、乙による管理の状況を把握するため、甲が必要と

認める事項  

(3)随時の報告 

前２号に規定するもののほか、甲が、必要があると認め、乙に管理業務又は管理 

業務に係る経理に関する報告を求めた場合は、乙は甲に直ちに報告すること。  

(4)その他の報告 

指定期間中において、乙の毎事業年度（会計年度）終了後、定款等乙の根本規則 

に基づき作成した決算書類（貸借対照表及び損益計算書又はこれらに類する書類） 

を速やかに提出すること。 

 

19 管理に係る経費等 

(1)乙の収入として見込まれるもの 

① 駐車場利用料 

利用料の額は、条例及び規則で定める額の範囲内において、市長の承認を受け

て乙が定めることとし、具体的な内容や金額等は、協議の上、協定で定めるこ

ととする。 

② 自主事業等の実施に係る収入 

自主事業の提供に係る利用料は、その都度、甲の承認を得て、乙が別途定める 

こととする。 

  (2)乙の支出として見込まれるもの 

① 人件費 

② 事務事業費（消耗品費、通信運搬費等） 

③ 管理費（修繕費、光熱水費、駐車場ゲート委託、植栽管理委託費等） 

  管理費のうち甲が設置する機器等（別紙３ 設備機器等一覧を参照）に係る経

費の想定は下記のとおり。 

  なお、駐車場ゲート管理業務委託料については、現契約の実績のため、現契約

終了後に金額が増減する可能性があります。 
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駐車場ゲートに係る消耗品 

（駐車券・定期券・インクリボン・ジャーナル） 
20,000 円（月額） 

光熱水費 30,000 円（月額） 

駐車場ゲート管理業務委託料 210,100 円（月額） 

④指定管理業務に係る事務手数料等一般管理費 

⑤指定管理業務の準備、撤収に要する費用 

⑥その他管理運営に必要な経費 

(3)指定管理料について 

経費については、原則として利用料金の収入によって運営すること。 

ただし、長門市が設置する指定管理者選定委員会（以下、「委員会」という。）に

おいて、乙からの収支見込み等に関する提案に妥当性があると認められる場合には、

指定管理料を予算の範囲内で協定により定める。 

(4)指定管理料の支払い 

指定管理料を協定により定めた場合、甲は、会計年度ごとに指定管理料を、乙に 

支払う。なお、支払方法については、別途協定で定める。 

(5)納付金について 

乙の収支決算において収益が生じた場合、納付金の計算式により算定した納付金 

を、毎年度甲へ納付すること。なお、納付方法については、別途協定で定める。 

 

20 協定の締結 

甲と乙は、協議の上、指定期間を通じての業務の内容及び管理の基準に関する細目 

的事項等について定めた基本協定を締結する。 

(1)協定の主な内容 

長門市長門湯本温泉駐車場条例第 16条に規定されたもののほか、業務に関する基 

本的な事項、指定管理料に関する事項、その他市長が必要と認める事項。指定管理

料の額、指定管理料の支払、その他市長が必要と認める事項。 

(2)その他 

協定で定めた事項については、原則として改定は行わない。ただし、特別の事情 

があるときは、協議の上協定内容の改定をすることができる。 

 

21 指定の取消し等 

(1)甲による指定の取消し 

甲は、次の事項のいずれかに該当すると認められる場合は、指定期間満了前に乙 

の指定を取り消し、又は期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずること 

ができる。 

① 乙が業務に際し不正行為を行ったとき 
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② 乙が甲に対し虚偽の報告を行い、又は正当な理由なく報告等を拒んだとき 

③ 乙が協定内容を履行せず、又はこれらに違反したとき 

④ 自らの責めに帰すべき事由により、乙から協定締結の解除の申出があったとき 

⑤ 募集要項に定める申請資格を失ったとき、又は申請資格がないことが判明した

とき 

⑥ 資金事情の悪化等により、業務の遂行が確実でないと認められるとき 

⑦ 乙又はその関係者の法令違反その他不適切な事案等（本業務に直接関わらない   

ものを含む。）により、乙の信用が著しく失墜したとき、又は乙に業務を継続

させることが社会通念上不適当と認められるとき 

⑧ その他甲が必要と認めるとき 

(2)不可抗力による指定の取消し 

甲又は乙は、不可抗力の発生により業務の継続等が困難と判断した場合は、相手

方に対して指定取消しの協議を求めることができるものとする。協議の結果、やむ

を得ないと判断された場合、甲は指定の取消しを行うものとする。 

(3)指定期間満了前の取消し時の措置に関する事項 

① 乙の責めに帰すべき事由により、指定期間満了前に指定の取消しが行われた場

合、甲に生じた損害は乙が賠償するものとする 

② 乙は、指定期間満了前の指定の取消しが行われた場合、その事由の如何を問わ

ず、次期指定管理者等が円滑かつ支障なく、業務を遂行できるよう、引継ぎを

行うものとする 

 

22 指定期間の前に行う業務 

乙は、指定管理業務の開始日から適正に管理運営が行えるよう、次の事項を行うこ 

と。なお、準備に要する経費については、乙の負担とする。 

(1)協定項目についての甲との協議 

(2)配置する従事者等の確保、従事者研修 

(3)業務等に関する各種規程の作成、協議 

(4)その他管理運営業務の諸準備 

 

23 指定期間終了後の引継ぎ 

(1)乙は、指定期間終了後、次期指定管理者等が円滑かつ支障なく本施設の業務を遂

行できるよう、引継ぎを行うこと。 

(2)指定期間終了後又は指定の取消し等により、次期指定管理者等へ業務を引継ぐ際

は、円滑な引継ぎに協力するとともに、必要なデータ等を遅滞なく提供するもの

とする。 
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24 その他 

(1)地域との連携 

管理運営業務の実施に際して、地域の関係団体及び事業者等との連携や協働によ

る事業の展開を図り、地域経済、地域活動の活性化方策を講じるよう努めること。 

また、地域の関係団体及び事業者等が行う行事、清掃等に対する協力・連携を図

るよう努めること。 

(2)立入検査 

甲は、乙の業務の実施内容及び処理実績について、随時、立入検査等を実施し、

管理状況の確認及び検査を行うことができる。乙は、合理的な理由なく、これを拒

否できない。 

また、甲は、検査の結果、業務内容についての改善を求めることができ、乙はこ

の指示に従わなければならないものとし、指示に従わない場合には指定の取消しを

することができる。 

(3)監査 

市監査委員等が甲の事務を監査するにあたり、必要と認めるときは、指定管理業

務に係る出納関係事務の監査を行う。 

(4)協議 

乙は、この仕様書に規定するほか、業務の内容及び処理について、疑義が生じた

場合は、甲と協議し決定すること。 

(5)その他必要事項 

公の施設であることを常に念頭において、公平な運営を行うこととし、特定の個

人、団体等に有利あるいは不利になる運営を行わないこと。 
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別表  リスク分担  

種  類 内     容 
負担者 

市 指定管理者 

物価等の変動 人件費、物件費等の物価変動に伴う経費の増  ○ 

金利変動 金利の変動に伴う資金調達コストの増加等  ○ 

周辺地域、住民及び
施設利用者への対応 

周辺地域との協調  ○ 

施設の管理運営に対する住民及び施設利用者からの苦

情、要望、訴訟への対応 
 ○ 

上記以外の場合 ○  

法令の変更 

施設等の設置基準の変更により施設等の新設又は改築

を要するものなど管理運営に影響を及ぼす法令変更 
○  

管理基準の変更を要する法令変更 ○  

指定管理者に影響を及ぼす法令変更  ○ 

税制度の変更 
指定管理者制度に影響を及ぼす税制変更（消費税等）  ○ 

指定管理者に影響を及ぼす税制変更（法人税等）  ○ 

施設等の損傷 

指定管理者の責めに帰すべき事由による場合  ○ 

修繕に係る費用が１件につき５万円を超えない場合 

（経年劣化の場合も含む） 
 ○ 

上記以外の場合 ○  

個人情報の漏えい 

市の指示若しくは指導の不備又は錯誤によるもの ○  

指定管理者として講ずべき措置の不備又は錯誤、指定

管理者の職員の不法行為等によるもの 
 ○ 

管理運営に係る事故 

施設の設置の瑕疵から生ずるもの ○  

施設の管理の瑕疵から生ずるもの  ○ 

管理運営業務において指定管理者の責めに帰すべき事

由により生ずるもの 
 ○ 

上記以外の場合 ○  

第三者への賠償 
指定管理者による損失

の負担は、国家賠償法

の規定に基づき、県又

は市が賠償を行い、指

定管理者に対して求償

権を行使する場合を含

む。 

管理者としての注意義務を怠ったことにより損害を与

えた場合 
 ○ 

駐車場内における盗難、破損、火災があった場合  ○ 

上記以外の場合 ○  

管理運営の中断 

不可抗力によるもの ○  

サービスの提供に不可欠な人材、原材料等の入手が困

難となったことによるもの 
 ○ 

法令の変更によるもの 原因となった
各項目に係る
リスク分担の
区分による 

施設・設備の損傷によるもの 

運営管理に係る事故によるもの 

業務の終了又は廃止 業務終了又は廃止に伴う指定管理者の撤収等の経費  ○ 

その他 
市の責めに帰すべき事由によるもの ○  

指定管理者の責めに帰すべき事由によるもの  ○ 
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別紙１ 駐車場平面図 
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別紙３ 設備機器等一覧 

機器名称 型番 機器の主な仕様 外観 

出口精算機 

(１台) 

ＧＴ -４７００

Ｎ 

ＬＥＤディスプレイ 

高額紙幣非対応 

音声案内スピーカー 

 

駐車券発行機 

(１台) 

ＧＴ-２８００i 

 

ＬＥＤディスプレイ 

音声案内スピーカー 

 

入出場ゲート及び

アームキャッチャ

ー(各 2 台) 

ＮＴ-１５００ 

ＮＰ-１９００ 

ウレタンクッション付バー 

ロック機能 

 

入口表示灯(１台) ＬＰＡ120100 ＬＥＤ表示 

 

通信装置(１式) ８９００ カメラハウジング通信機能 

 

保護屋根(１基) Ｙ型 
ポリカーボネイト屋根 

アルミ柱 

 

 

○外灯 

 設置予定数：１１３灯（総消費電力は約 550kWh を想定） 

 機器の主な仕様：調光制御式 LED 照明 
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別紙４ 年間維持管理表 

 

１月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 年間作業回数 備考

共通作業 現地巡回 月１回

・生育状況、枯れ枝や病虫害の有無 年１２回

駐車場内緑地面積：約１３００㎡ ・その他

（高木植栽桝、生垣部緑地、 落ち葉清掃 適宜 常緑樹の落葉 落葉樹の落葉期

　低木部緑地、地被部緑地、 適宜

　芝生地の合計面積）

除草 適宜

・伐根除草 年１２回（最低月１回） 巡回時など、雑草をみつけ次第

・芝地のシロツメクサは除く

灌水 夏の干ばつ期：週２〜３回

・高木、生垣、低木、地被 14〜21回（７週）/年 週２〜３回：７週→年間14〜21回

・ノシバは除く

病虫害防除 粒状薬剤散布 粒状薬剤散布 粒状薬剤散布

・粒状薬剤散布（アセフェート剤） 年３回

・地被（ササ、ノシバ）は除く

病虫害防除 薬剤噴霧 薬剤噴霧 薬剤噴霧

・薬剤噴霧 年３回 各時期の病虫害に適した薬剤使用

・地被（ササ、ノシバ）は除く

高木　落葉樹 剪定 冬期剪定 冬期剪定

ケヤキ（ロータリー）：２本 ・樹形を損なわない剪定 年１回

カツラ（堂の上広場）：４本 ・強剪定不可

トウカエデ（駐車場内）：６本 施肥 寒肥 ソメイヨシノ礼肥

イロハモミジ（駐車場南）：１本 ・緩効性化成肥料８−８−８散布 年１回

イロハモミジ（見はらし座脇）：１本 （ソメイヨシノは年2回）

ソメイヨシノ（駐車場北）：９本

高木　常緑樹 剪定 夏期剪定※繁茂状況により 冬期剪定

シラカシ（料金所横）：１本 ・樹形を損なわない剪定 年１～２回

シラカシ（駐車場ゲート北）：４本 ・強剪定不可

施肥 寒肥

・緩効性化成肥料８−８−８散布 年１回

生垣 剪定 軽剪定 軽剪定

ラカンマキ（駐車場外周） ・Ｈ２ｍの枝葉が密実な生垣に剪定 年２回

：駐車場西-延長約72ｍ、３本/ｍ

：駐車場東-延長約47ｍ、３本/ｍ 施肥 寒肥

・緩効性化成肥料８−８−８散布 年１回

生垣 剪定 剪定

ソヨゴ（駐車場ゲート南） ・Ｈ２ｍの枝葉が密実な生垣に剪定 年１回

：延長約12.5ｍ、３本/ｍ

施肥 寒肥

・緩効性化成肥料８−８−８散布 年１回

低木 剪定 剪定・刈込

オオムラサキツツジ（駐車場南） ・剪定高さＨ50cm内外、角丸剪定 年１回

：約45m2、４本/m2

クルメツツジ（駐車場東）：約20m2 施肥 寒肥 礼肥

クルメツツジ（見はらし座脇）：２株 ・緩効性化成肥料８−８−８散布 年２回

地被 刈込 刈込

コグマザサ（ロータリー）：約70m2 ・刈込高さ２０ｃｍ程度 年１回

施肥 寒肥

・緩効性化成肥料８−８−８散布 年１回

地被 芝刈り 月１回 月２回 月１回 ※管理水準

ノシバ（駐車場外周、高木植栽桝内） ・刈込高さ２０ｍｍ程度 年７回 ・桝内 30㎡【ＡまたはＢ】

約965m2 ・外周935㎡【ＢまたはＣ】

施肥 １回目 ２回目

・緩効性化成肥料８−８−８散布 年２回

灌水 週１〜２回 週２〜３回 週１〜２回 週1〜2回：21週→年間21〜42回

・既設灌水パイプ利用＋ホース散水 35〜63回（28週）/年 週2〜3回： ７週→年間14〜21回

地被 種子散布 適宜 適宜

シロツメクサ ・ノシバ生育不良箇所に散布 適宜

竹垣 現地巡回 月１回

四つ目垣（駐車場東） ・破損などの有無点検 年１２回

：Ｈ1.2ｍ、延長約22ｍ ・シュロ縄の緩み点検、結び直し

施設清掃 現地巡回 月１回

ゲートサイン：２カ所 ・汚損、破損などの有無点検

案内サイン・観光サイン：３基 ・サイン表示面やベンチ座面の砂埃 年１２回

石柱サイン：３基 　等の水拭き清掃

バス停サイン：１基

ベンチ（見はらし座）：１カ所

※管理水準　【Ａ】美観を重視。一帯の刈込高さを維持し、雑草の排除、病中害防除に留意　【Ｂ】シロツメクサなどの他種混入を前提とするが、一定の刈込高さを維持　【Ｃ】美観への配慮から草丈の低い草地を目指す


